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  規   則   

規 則 第  ６５  号   

平成２６年 ５ 月 ２ 日   

 

 熊本市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  幸 山 政 史 

 

   熊本市身体障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則 

 

 熊本市身体障害者福祉法施行細則（平成６年規則第６３号）の一部を次のように改

正する。 

 

 様式第６号関節可動域（ＲＯＭ）と筋力テスト（ＭＭＴ）の表中 

「記入）                  」 

           を 

「記入）  検査日（    年  月  日）」 

に改め、同様式心臓の機能障害の状況及び所見（１８歳以上用）の表中 

「 

5 人工ペースメーカー     (有 ・ 無) 

人工弁移植、弁置換     (有 ・ 無) 

                                     」 

                 を 
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「 

5 人工ペースメーカー  (有 ・ 無)   手術日（    年  月  日） 

人工弁移植、弁置換  (有 ・ 無)   手術日（    年  月  日） 

 

6 人工ペースメーカーの適応度（ クラスⅠ・クラスⅡ・クラスⅢ ） 

※ 「不整脈の非薬物治療ガイドライン（2011 年改訂版）」（2010 年度合同研究班報

告）におけるエビデンスと推奨度のグレードについて、当てはまるものに○をしてく

ださい。 

 

7 身体活動能力（運動強度）（   メッツ）  検査日・判断日（    年  月  日） 

※ メッツ値について、症状が変動（重くなったり軽くなったり）する場合は、症状が

より重度の状態（メッツ値が一番低い値）を記載してください。 

                                     」 

に改め、同様式ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害の状況及び所見（１３

歳以上用）の表及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害の状況及び所見

（１３歳未満用）の表中「厚生省エイズ動向委員会、1999」を「厚生労働省エイズ動

向委員会、2007」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前において、この規則による改正前の熊本市身体障害者福祉

法施行細則の規定に基づき作成された用紙（以下「旧用紙」という。）は、平成２６

年３月３１日以前の診断の結果及び意見が記載されたものに限り、同年６月３０日

までの間、使用することができる。 

３ 旧用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 
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規 則 第  ６６  号   

平成２６年 ５ 月 ２ 日   

 

 熊本市防犯灯補助金交付規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  幸 山 政 史 

 

   熊本市防犯灯補助金交付規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市防犯灯補助金交付規則（昭和４８年規則第３３号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第３条中「並びに熊本市富合地区嘱託員設置規則（平成２０年規則第７１号）第３

条第１項に規定する団体」を削る。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ６７  号   

平成２６年 ５ 月 ９ 日   

 

 熊本市天明ホール条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

 

                       熊本市長  幸 山 政 史 

 

   熊本市天明ホール条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市天明ホール条例施行規則（平成３年規則第８４号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第３条第３項中「前項」を「第１項」に改める。 

 第８条第２項中「練習」を「、練習」に改める。 

別表(1)器具類の表中  

「 

映写器具類 １６ｍｍ映写機 １台 3,000 円 

       」 

を 

「 

映写器具類 １６ｍｍ映写機 １台 3,000 円 

プロジェクター １台 1,000 円 

                                     」 

に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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  告   示   

告 示 第 ２ ８ ０ 号   

平成２６年５月１日   

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に基づき特定計量器の定期検査を実施する

ので、同法第２１条第２項の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 定期検査の対象となる特定計量器 

  計量法施行令第１０条第１項第１号に規定する非自動はかり、分銅及びおもり。 

２ 定期検査の実施期日及び場所、区域 

検 査 日 
検査場所 

検査区域（小学校区） 

６月３日（火） 
春日小学校 体育館玄関前 

春日 

６月４日（水） 
古町小学校 体育館玄関前 

古町 

６月５日（木） 
白坪小学校 体育館玄関 

白坪 

６月９日（月） 
花園児童館 玄関前 

花園 

６月１０日（火） 
京陵中学校 体育館エントランス 

池田・高平台 

６月１１日（水） 
藤園中学校 体育館玄関 

城東 

※ 受付時間 午後１時から午後３時まで 

上記の期日に受検できない者は、市長が別に指定する期日に行う。 

３ 特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項の規定による定期検 

査実施の場所及び期間 

(1) 検査場所 

特定計量器の所在の場所 

(2) 所在場所検査に該当する特定計量器 

ア 特定計量器の質量又は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。 

イ 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるも

のであるとき。 

ウ 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難 

であるとき。 

エ 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合で

あって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。 

オ 特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資する

ものであるとき。 

※上記のア～エのいずれかに該当する場合は、「所在場所定期検査申請書」を熊本市長へ提出す 

る 

(3) 検査期間 

平成２６年６月２日（月）から平成２６年１１月２８日（金）まで 
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告 示 第 ２ ８ １ 号   

平成２６年５月１日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

４条第２項の指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので、同法第６９条第１

項の規定に基づき告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ２ 号   

平成２６年５月１日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項本文の指定及び同法第５４条の２第１

項本文の指定をしたので、同法第７８条の１１及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第

１３１条の１４並びに同法第１１５条の２０及び同法施行規則第１４０条の３１の規定により告示す

る。 

                             熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ３ 号   

平成２６年５月１日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

№ 医療機関の名称 医療機関の所在地 指定期間 

1 東本町薬局 
熊本市東区東本町１

－１ 
平成２６年５月１日 ～ 平成３２年４月３０日 

2 
三気堂薬局 八

景水谷店 

熊本市北区清水亀井

町１９－１０ 
平成２６年５月１日 ～ 平成３２年４月３０日 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの

種類 

４３９０１０１

４８５ 

長寿の里デイサービスセンター 

認知症対応型通所介護事業所 

熊本市西区城山薬師二丁目１０番１

０号 

社会福祉法人 熊本市社会福祉事

業団 

熊本市南区平成一丁目１６番１８

号 

理事長 奥山 康雄 

平成２６年

５月１日 

認知症対応

型通所介護 

 

４３９０１０１

４８５ 

長寿の里デイサービスセンター 

認知症対応型通所介護事業所 

熊本市西区城山薬師二丁目１０番１

０号 

社会福祉法人 熊本市社会福祉事

業団 

熊本市南区平成一丁目１６番１８

号 

理事長 奥山 康雄 

平成２６年

５月１日 

介護予防認

知症対応型

通所介護 

 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種

類 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ４ 号   

平成２６年５月１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  亀甲中自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

   「竹迫 俊昂」を「加藤 久光」に改める。 

(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町今藤１７３番地」を「熊本市北区植木町亀甲４４７番地８」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ５ 号   

平成２６年５月１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  北部東校区１４町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「田中 義光」を「大川 勲」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区梶尾町１７６７番地５」を「熊本市北区梶尾町１７６６番地６」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ６ 号   

平成２６年５月１日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  上古閑区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 区域 

  「鹿本郡植木町大字上古閑４７番地から６３０番地までの区域とする。」を「熊本市北区植木

町上古閑４７番地から６３０番地までの区域とする。」に改める。 

４３６０１

９０７４０ 

箱根崎訪問看護ステーション 

熊本市北区植木町正清８７９番地 

医療法人滄溟会 

熊本市北区植木町正清８８８番地 

理事長 中原 紘嗣 

平成２６年

５月１日 
訪問看護 

４３６０１

９０７４０ 

箱根崎訪問看護ステーション 

熊本市北区植木町正清８７９番地 

医療法人滄溟会 

熊本市北区植木町正清８８８番地 

理事長 中原 紘嗣 

平成２６年

５月１日 

介護予防訪問

看護 
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(2) 事務所 

   「鹿本郡植木町大字上古閑１１０番地」を「熊本市北区植木町上古閑１１０番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ７ 号   

平成２６年５月１日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第５４条の規定に基づく差押調書（謄本）及び同法第１

３１条第３号の規定に基づく配当計算書の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３

条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

１人              

２ 送達をする書類名 

  差押調書（謄本） 

  配当計算書 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ８ ９ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  上内田自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「田上 泰寛」を「米村 誠」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「熊本市南区内田町７９２番地１」を「熊本市南区内田町６５０番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ０ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  奥古閑校区第２町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「甲斐 孝憲」を「積 勝敏」に改める。  

(2) 代表者の住所 

「熊本市南区奥古閑町６７５番地」を「熊本市南区奥古閑町６７２番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ １ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１
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項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  赤見区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「栄田 眞一」を「園田 正直」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「熊本市南区城南町赤見２３３番地２」を「熊本市南区城南町赤見２番地」に改める。 

(3) 事務所の所在地 

「熊本市南区城南町赤見２３３番地２」を「熊本市南区城南町赤見２番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ２ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  丹生宮自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「水永 朝捷」を「宮部 寿一」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「熊本市南区城南町丹生宮６９５番地」を「熊本市南区城南町丹生宮３２３番地」に改める。 

(3) 事務所の所在地 

「熊本市南区城南町丹生宮６９５番地」を「熊本市南区城南町丹生宮３２３番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ３ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  坂本自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「前田 誠」を「前田 勝」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「熊本市南区城南町坂野４６８番地」を「熊本市南区城南町坂野５０９番地２」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ４ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 
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  平野区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「安藤 雅昭」を「園田 和紘」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「熊本市南区城南町坂野２０１６番地」を「熊本市南区城南町坂野２００７番地」に改める。 

(3) 事務所の所在地 

「熊本市南区城南町坂野２０１６番地」を「熊本市南区城南町坂野２００７番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ５ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  今自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「久我 正大」を「山村 幸一」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「熊本市南区城南町今吉野１１４４番地１」を「熊本市南区城南町今吉野１０４７番地４」に

改める。 

(3) 事務所の所在地 

「熊本市南区城南町今吉野１１４４番地１」を「熊本市南区城南町今吉野１０４７番地４」に

改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ６ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  西田尻区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者 

   「平江 昭一」を「石井 義浩」に改める。 

(2) 代表者の住所 

「下益城郡富合町大字西田尻７４７番地３」を「熊本市富合町西田尻８７９番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ７ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  原古閑自治会 
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２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「藤井 良一」を「中内 二朗」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市植木町円台寺７６１番地」を「熊本市北区植木町円台寺７２９番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ８ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  停車場自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「武原 良美」を「牛島 康雄」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本県鹿本郡植木町大字荻迫７８９番地」を「熊本市北区植木町鐙田６６４番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ２ ９ ９ 号   

平成２６年５月２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  西里校区第１３町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

   「喰田 滋」を「喰田 栄一」に改める。 

(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区下硯川町５８５番地」を「熊本市北区下硯川町６８６番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ １ 号   

平成２６年５月７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条２項の規定による届出がされたので、同法第７８

条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告示

する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０５

７２０ 

ハウス２１ 株式会社カワハラ 

熊本市東区沼山津一丁目１５番４号  

株式会社カワハラ 

熊本市東区沼山津一丁目１５番４号 

代表取締役 川原 千鶴 

平成２６年

５月１５日 

福祉用具貸

与 
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告 示 第 ３ ０ ２ 号   

平成２６年５月７日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条２項の規定による届出がされたので、同法第７８

条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２の規定により、次のとおり告示

する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ３ 号   

平成２６年５月７日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  色出自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「福田 誠也」を「日ヶ丸 泰行」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市植木町色出３３９番地」を「熊本市北区植木町色出３６６番地２」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ４ 号   

平成２６年５月８日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２

９条第１項の障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第５１条第１項第１号の規定により告示

する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 事業所の名称及び所在地 

(1) ジャンプ つばさ 

   熊本市東区健軍三丁目２３番１号 ２階 

(2) キラキラスマイル・ｃａｆｅ 

   熊本市北区植木町植木１１８番地５ 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 医療法人社団 友志会 

   熊本市北区清水新地六丁目６番７号 長 也寸志 

(2) 一般社団法人 Ｓｈｉｎｅ 

熊本市北区植木町植木１１８番地５ 池上 雄子 

３ 指定年月日   

平成２６年５月１日 

４ 障害福祉サービスの種類 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地並

びに代表者の氏名 

廃止年月日 サービスの

種類 

４３７０１０３

２９５ 

サンエス設備機器株式会社 

熊本市中央区黒髪一丁目８番３４号  

 

サンエス設備機器株式会社 

熊本市中央区黒髪一丁目８番３４号 

代表取締役 佐藤 逸郎 

平成２６年

５月２０日 

特定福祉用

具販売 
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(1) 就労移行支援 

(2) 就労継続支援Ａ型 

５ 主たる対象とする障害の種類  

(1) 知的障害者、精神障害者、難病患者 

(2) 特定なし 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ５ 号   

平成２６年５月８日   

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５

１条の１７第１項第１号の特定相談支援事業者を指定したので、同法第５１条の３０第２項第１号の

規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 事業所の名称及び所在地 

  相談センターとろく 

  熊本市東区渡鹿八丁目１６番６４号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

社会福祉法人 肥後自活団 

熊本市東区渡鹿八丁目１６番４６号 塘林 恭介 

３ 指定年月日   

平成２６年５月１日 

４ 主たる対象とする障害の種類   

特定無し 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ６ 号   

平成２６年５月８日   

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号の障害児相談支援事業者を

指定したので、同法第２４条の３７第１項第１号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 事業所の名称及び所在地 

相談センターとろく 

熊本市東区渡鹿八丁目１６番６４号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

社会福祉法人 肥後自活団 

熊本市東区渡鹿八丁目１６番４６号 塘林 恭介 

３ 指定年月日   

平成２６年５月１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ７ 号   

平成２６年５月８日   

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の障害児通所支援事業者を指定

したので、同法第２１条の５の２４第１項第１号の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 事業所の名称及び所在地 

(1) アイ・アートアカデミー・こども発達サポートセンター 

   熊本市中央区黒髪一丁目１２番７号 地建２階 

(2) 熊本市中央児童発達支援ルーム つばめさんくらぶ 
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   熊本市中央区九品寺一丁目１３番２０号 

２ 事業者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 株式会社 アイ・アートアカデミー 

   熊本市中央区黒髪一丁目１２番７号 地建２階 井上 美千代 

(2) 熊本市 

   熊本市中央区手取本町１番１号 幸山 政史 

３ 指定年月日   

平成２６年５月１日 

４ 障害児通所支援サービスの種類 

(1) 児童発達支援、放課後等デイサービス 

(2) 児童発達支援 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ０ ９ 号   

平成２６年５月８日   

熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づき、放置自転車を移動・保管したので、同条例第１４条

第１項及び第１６条第２項の規定により、次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 自転車が放置されていた場所、移動・保管した年月日、保管の場所及び期間 

(1) 自転車を移動保管した年月日及び放置されていた場所 

ア 平成２６年４月１８日 新水前寺駅西高架下駐輪場、新水前寺駅東高架下駐輪場、東区神園 

一丁目６ 

イ 平成２６年４月２１日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、水道 

町エリア、並木坂エリア 

ウ 平成２６年４月２２日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、水道 

町エリア、西区春日八丁目４、並木坂エリア 

エ 平成２６年４月２３日 健軍ピアクレス、健軍駐輪場、健軍変電所前駐輪場、中央区水前寺 

六丁目３０ 

オ 平成２６年４月２４日 西区上熊本一丁目１ 

カ 平成２６年４月２５日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、新市街エリア、水道 

町エリア、中央区上水前寺二丁目４ 

キ 平成２６年４月２８日 西区上熊本三丁目１ 

ク 平成２６年４月３０日 中央区南千反畑町四丁目 

ケ 平成２６年５月１日 銀座通りエリア、手取エリア、上通りエリア、水道町エリア、東区東 

野二丁目１１ 

(2) 保管の場所 平成自転車保管所 

(3)  保管の期間 平成２６年８月８日まで 

２ 移動・保管台数 

  自転車 １９５台 

３ 返還事務を行う曜日・時間 

  月曜日から土曜日まで 

  午前１０時から午後４時３０分まで 

  日曜日、祝祭日及び１２月２９日から翌年１月３日までは返還事務を行わない。 

４ 返還を受けるための必要事項 

自転車の返還を受けようとするときは、その住所及び氏名を証する書類、印鑑、自転車の鍵、返

還通知書等当該自転車等の利用者又は所有者であることを証する書類及び移動保管料を市長に提示
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等しなければならない。 

５ 連絡先（返還事務を行う場所） 

  平成自転車保管所（電話 ０９６－３６４－３９１０） 

  熊本市中央区平成二丁目２３５番（平成跨線橋下） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ０ 号   

平成２６年５月９日   

 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第８条第２項の規定に基づき保管した広告物又は掲出

物件について、次のとおり告示する。 

                   熊本市長  幸 山 政 史   

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ３ １ １ 号   

平成２６年５月９日   

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の指定及び同法第５３条第１項本文の

指定をしたので、同法第７８条及び同法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１３１条の２並

びに同法第１１５条の１０及び同法施行規則第１４０条の２３の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

撤去日 
名称 

又は種類 
数量 撤去場所 

保管 

開始日 

４月２１日 はり札等 ７ 大江 ４月２２日 

４月２２日 はり札等 ２ 長嶺 ４月２３日 

４月２５日 はり札等 ８ 四方寄町・城南町 ４月２６日 

４月２６日 

はり札等 １５ 近見・白藤・野口 

４月２７日 

立看板等 ７ 城山半田 

４月２８日 はり札等 １０ 長嶺・御幸木部 ４月２９日 

５月１日 

はり札等 １０ 
八反田・長嶺西・長嶺・水

前寺 
５月２日 

立看板等 ３ 長嶺・戸島 

５月２日 はり札等 １ 保田窪 ５月３日 

５月３日 

はり札等 ７ 砂原町・野口 

５月４日 

立看板等 １５ 島町・小島 

保管場所  熊本市花畑別館 （熊本市中央区花畑町３－１） 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ２ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  北部東校区１４町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 区域 

   「熊本市北区梶尾町１６６８番地～１７８６番地（但し１６７０番地～１６７７番地、１７０

９番地～１７３２番地、１７３４番地～１７５６番地、１７７７番地～１７８３番地の区域を除

く。）」を「本会の区域は、熊本市北区梶尾町１６６８番地から１７８６番地及び１７８８番地

３までの区域とする。但し１６７０番地から１６７７番地、１７０９番地から１７３２番地、１

７３４番地から１７５６番地、１７７７番地から１７８３番地の区域を除く。」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ３ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  井上区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「小佐井 隆弘」を「小佐井 亮祐」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区改寄町４９２番地」を「熊本市北区改寄町１２３番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ４ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

介護保険事業所

番号 

事業所の名称及び所在地 申請者及び主たる事務所の所在地

並びに代表者の氏名 

指定年月日 サービスの種類 

４３７０１１０

４６４ 

デイサービス花スミレ 

熊本市南区砂原町４４０番地４ 

ＮＰＯ法人森の樹 

熊本市南区砂原町４４０番地４ 

理事長 森 洋子 

平成２６年

５月８日 
通所介護 

４３７０１１０

４６４ 

デイサービス花スミレ 

熊本市南区砂原町４４０番地４ 

ＮＰＯ法人森の樹 

熊本市南区砂原町４４０番地４ 

理事長 森 洋子 

平成２６年

５月８日 

介護予防通所介

護 
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  温泉区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

   「古川 良輔」を「大橋 健介」に改める。 

(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町田底３１４番地２」を「熊本市北区植木町田底３１７番地５」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ５ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  大平地区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「村上 光一」を「畠山 信敏」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区植木町平原５８４番地１」を「熊本市北区植木町平原１２４１番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ６ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  田底校区第１慈恩寺自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

   「平山 東男」を「山﨑 威昭」に改める。 

(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町米塚７７７番地２」を「熊本市北区植木町米塚１１９１番地２」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ７ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  東葉山自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「中村 知満」を「園田 浩幹」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区四方寄町１３２番地１１８」を「熊本市北区四方寄町１５６番地７」に改める。 

(3) 事務所の所在地 
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  「熊本市北区四方寄町１３２番地１１８」を「熊本市北区四方寄町１５６番地７」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ８ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  亀甲西区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「牧野 孝信」を「牧野 富男」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区植木町亀甲４０９番地」を「熊本市北区植木町亀甲３５７番地２」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ １ ９ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  桜ヶ丘ニュータウン自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「石塚 明」を「岩﨑 政明」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区植木町滴水２０５番地１２」を「熊本市北区植木町滴水２０５番地７」に改める。 

(3) 主たる事務所の所在地 

  「熊本市北区植木町滴水２０５番地１２」を「熊本市北区植木町滴水２０５番地７」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ ０ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  舟底自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「松山 哲雄」を「松山 隆信」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区植木町豊岡１２５３番地」を「熊本市北区植木町轟２５１３番地１」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ １ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１
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項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  草葉区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「井上 美枝子」を「德本 美智全」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区植木町広住８４９番地」を「熊本市北区植木町広住８５７番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ ２ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  鶴自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「永井 富夫」を「宮﨑 久伸」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市鶴羽田町７９９番地３」を「熊本市北区鶴羽田二丁目１４番１２号」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ ３ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  尾当自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「大東 和博」を「中山 朝晴」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区改寄町２４０６番地５」を「熊本市北区改寄町２５０４番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ ４ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  平野区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「横田 能明」を「清田 浩吉」に改める。 
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(2) 代表者の住所 

   「熊本市北区植木町平野４１１番地１」を「熊本市北区植木町平野３１５番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ ５ 号   

平成２６年５月９日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  辺田野自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「田尻 直美」を「田尻 博」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本市北区植木町辺田野９５番地」を「熊本市北区植木町辺田野１１４０番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ ６ 号   

平成２５年５月９日   

  熊本市自転車の安全利用及び駐車対策等に関する条例（昭和６０年条例第３１号）第１２条、第１

３条第２項及び第１６条第１項の規定に基づいて移動・保管した自転車を、同条例第１４条第２項及

び第１６条第２項並びに同条例施行規則（昭和６１年規則第７号）第１８条の規定に基づき売却等を

行うので、同条例施行規則第１７条に基づき次のとおり告示する。 

熊本市長   幸 山 政 史   

１ 売却又は廃棄の対象となる自転車の種別、形式、色その他自転車等を特定する事項（登載省略） 

２ 売却又は廃棄の年月日 

平成２６年５月９日 

３ 売却又は廃棄の台数 

自転車 ８６台 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 告 示 第 ３ ２ ８ 号   

平成２６年５月１２日   

 平成２５年度市県民税納税通知書の送達を受けるべき次の者の住所及び居所が不明のため、当該書

類を送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び熊本市

税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定により告示する。 

  なお、当該書類は、熊本市財政局課税管理課で保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付す

る。 

                           熊本市長  幸 山 政 史   

該当年度 税 目 期別 指定納期限 住所及び氏名（登載省略） 

平成２５ 市県民税 過５ 平成２６年６月２日 １人 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ２ ９ 号   

平成２６年５月１２日   

国民健康保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、国民健康保険法（昭和

３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により告示する。 
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なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申し出に

より交付する。 

 熊本市長  幸 山 政 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２５年度 

 

３月期 ５２７人 

２月期 １１人 

１月期 ４人 

１２月期 ２人 

１１月期 ２人 

１０月期 １人 

 上記の者は、指定期限までに国民健康保険料を納付するよう通知する。 

 指定期限  平成２６年５月２１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ０ 号   

平成２６年５月１２日   

 介護保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、介護保険法（平成９年法律

第１２３号）第１４３条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及び

熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規程により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２５年度 ３月期 １５９人 

２月期 ５人 

上記の者は、指定期限までに介護保険料を納付するよう通知する。 

指定期限  平成２６年５月２１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ １ 号   

平成２６年５月１２日   

後期高齢者医療保険料督促状の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明のため、高齢者の医療の

確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第１１２条において準用する地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局国保年金課に保管し、送達を受けるべき者の申出によ

り交付する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

年度 期別 送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省略） 

平成２５年度 ３月期 ７人 

上記の者は、指定期限までに後期高齢者医療保険料を納付するよう通知する。 

指定期限  平成２６年５月２１日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ２ 号   

平成２６年５月１２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   
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１ 団体の名称 

  南陽台団地自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 区域 

   「熊本市北区梶尾町１１０７番地の２から熊本市北区梶尾町１１２８番地の１５まで及び熊本

市北区梶尾町１０９８番地の２から９までと、熊本市北区梶尾町１１３４番地の５から１５まで

と、熊本市北区梶尾町１１３１番地の１から７までの区域」を「熊本市北区梶尾町１１０７番地

の２から１８５まで、熊本市北区梶尾町１１２８番地の２から１５まで、熊本市北区梶尾町１０

９８番地の２から９まで、熊本市北区梶尾町１１３４番地の５から１５まで、熊本市北区梶尾町

１１３１の番地の１から１０までの区域」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ３ 号   

平成２６年５月１２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  清藤区自治会 

２  変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

   「西島 徹」を「村上 光幸」に改める。 

(2) 代表者の住所 

   「熊本市南区富合町清藤１０７番地」を「熊本市南区富合町清藤９３番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ４ 号   

平成２６年５月１２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  河内校区第９町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名及び住所  

   「潮崎 英文 熊本市西区河内町船津９８２番地」を「杉野 重幸 熊本市西区河内町船津１

０５２番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ５ 号   

平成２６年５月１２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  松尾校区第５町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 主たる事務所の所在地 

   「熊本市西区松尾町近津１１－１」を「熊本市西区松尾町近津１３２９」に改める。 
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(2) 代表者の氏名及び住所  

   「下津 信弘 熊本市西区松尾町近津１１－１」を「吉村 清一 熊本市西区松尾町近津１３

２９」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ６ 号   

平成２６年５月１２日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  河内校区第四町内自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名及び住所 

「片山 哲男 熊本市西区河内町河内２６１４番地」を「中川 一典 熊本市西区河内町河内 

２３８０番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ７ 号   

平成２６年５月１４日   

 平成２６年度介護保険料納付通知書（普通徴収）の送達を受けるべき者の住所及び居所が不明であ

ることから書類を送達することができないため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の

２及び熊本市介護保険条例（平成１２年条例第５号）第９条の規定により告示する。 

なお、当該書類は、熊本市健康福祉子ども局高齢介護福祉課で保管し、送達を受けるべき者の申し

出により交付する。                                                               

   熊本市長  幸 山 政 史   

年  度 料  目 期 別 納 期 限 備  考 

平成２６年度 介護保険料 ４月期 

５月期 

６月期 

７月期 

平成２６年６月２日 

平成２６年６月２日 

平成２６年６月３０日 

平成２６年７月３１日 

公示送達者  

６５人 

（登載省略） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ３ ９ 号   

平成２６年５月１５日   

 県道の供用を開始するので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき

告示する。 

その関係書類は、告示の日から２週間、熊本市都市建設局土木管理課において一般の縦覧に供する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

道路の種類 

 

路線名 

 

道路の区域 

供用開始の期日 

区 間 

一般県道 瀬田熊本線 
中央区新屋敷一丁目２番３９地先から 

中央区井川淵町１番３５地先まで 
平成２６年５月１５日 
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告 示 第 ３ ４ ０ 号   

平成２６年５月１５日   

国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第８６条第４項の規定に基づく参加差押通知書の送達を

受けるべき者の住所及び居所が不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２及

び熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）第１３条の規定に基づき公示する。 

なお、当該書類は熊本市財政局納税課に保管し、送達を受けるべき者の申し出により交付する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

国税徴収法第８６条第４項に基づく参加差押通知書の送達を受けるべき者の住所及び氏名（登載省

略） 

 １人 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ４ １ 号   

平成２６年５月１５日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  大井区自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「丸内 東光」を「佛田 卓穂」に改める。 

(2) 代表者の住所 

  「熊本県鹿本郡植木町大字大井５００番地」を「熊本市北区植木町大井４５０番地」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ４ ２ 号   

平成２６年５月１５日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  味取自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 代表者の氏名 

  「小田 干城」を「原 幸治」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ４ ３ 号   

平成２６年５月１５日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  停車場自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 区域 

  「鹿本郡植木町大字荻迫５０番地３から荻迫８０９番地まで、大字鐙田５８７番地から鐙田７

６９番地１までの区域とする。」を「熊本市北区植木町荻迫５０番地３から荻迫８０９番地まで、
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鐙田５８７番地から鐙田７６９番地１までの区域とする。」に改める。 

(2) 主たる事務所の所在地 

  「熊本県鹿本郡植木町大字荻迫６２番地１」を「熊本県熊本市北区植木町荻迫６２番地１」に

改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ４ ４ 号   

平成２６年５月１５日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  原古閑自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 区域 

  「本会の区域は、熊本市植木町円台寺１４４番地から７７２番地まで、熊本市植木町上古閑３

３番地１から１００番地までの区域とする。」を「本会の区域は、熊本市北区植木町円台寺１４

４番地から７７２番地まで、熊本市北区植木町上古閑３３番地１から１００番地までの区域とす

る。」に改める。 

(2) 主たる事務所の所在地 

  「熊本市植木町円台寺７５１番地２」を「熊本市北区植木町円台寺７５１番地２」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

     告 示 第 ３ ４ ５ 号   

平成２６年５月１５日   

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に基づき、次のとおり地縁に

よる団体を認可したので、同条第１０項の規定により告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 名称  

  御幸木部中央公民館 

２ 規約に定める目的 

本会は、良好な地域社会の維持形成を図り、明るい住みよい町づくりを支援することを目的とし

て組織し、以下の各号に揚げる事業を行う。 

(1) 会員相互の連絡と親睦を図ること。 

(2) 文化、広報、渉外活動他、他本会の目的達成のために必要な事項。 

(3) ボランティア活動、福祉活動等に関する協力・助成。 

(4) 当該施設の財産保持と維持管理に関すること。 

３ 区域 

  本会の区域は、熊本市南区御幸笛田七丁目１６番１６号、同御幸木部一丁目４番３５号及び１６

番１４号、１６号、同御幸木部二丁目１番～１３番全域、同御幸木部町４１８番、同御幸木部三丁

目１番～２番全域、３番３号～２４号、５番～２０番全域の区域とする。 

４ 事務所 

  本会の事務所は、熊本市南区御幸木部二丁目４５６番２（木部中央公民館）に置く。 

５ 代表者の氏名及び住所 

  後藤 孝一 

  熊本市南区御幸木部三丁目９番４８号 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無 

  無し 
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７ 代理人の有無 

  無し 

８ 解散の事由 

  地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。また、総会の議決に基づいて解散する場合

は、総会員の４分の３以上の承認を得なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２６年５月１２日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

告 示 第 ３ ４ ６ 号   

平成２６年５月１５日   

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の認可をした団体から、同条第１１

項に規定する変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 団体の名称 

  色出自治会 

２ 変更があった事項及びその内容 

(1) 区域 

   「本会の区域は、熊本市植木町色出１番地から熊本市植木町色出１３６３番地及び熊本市植木

町米塚９７２番地２、１２０３番地１、１２０５番地３までの区域とする。但し、熊本市植木町

色出１１０６番地を除く。」を「本会の区域は、熊本市北区植木町色出１番地から熊本市北区植

木町色出１３６３番地及び熊本市北区植木町米塚９７２番地２、１２０３番地１、１２０５番地

３までの区域とする。但し、熊本市北区植木町色出１１０６番地を除く。」に改める。 

(2) 主たる事務所の所在地 

   「熊本市植木町色出３６０番地２」を「熊本市北区植木町色出３６０番地２」に改める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公   告   

公 告 第 ３ ５ ４ 号   

平成２６年５月１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区植木町鞍掛字諏訪原１５１９番、１５２１番４、１５２２番１、１５２２番５ 

  ３，０２２．５０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区植木町鞍掛１５２２番地１ 

  社会福祉法人 心和会 

   理事 濱坂 浩一郎 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ５ ５ 号   

平成２６年５月１日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   
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１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区植木町鞍掛字諏訪原１５２１番１、１５２２番４ 

  ５６８．３３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

熊本市北区植木町鞍掛１５２２番地１ 

  社会福祉法人 心和会 

   理事 濱坂 浩一郎 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ５ ７ 号   

平成２６年５月２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区太郎迫町字南尾迫３７番１８（仮地番） 

  ４９８．４０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区下硯川町 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公 告 第 ３ ５ ８ 号   

平成２６年５月２日   

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条第５項の規定に基づき策定した熊本市森林整備計画

の一部を同法第１０条の６第２項の規程に基づき変更するので、同法第１０条の６第４項において準

用する同法第６条第１項の規定により、熊本市森林整備計画（案）を一般の縦覧に供する。 

 なお、熊本市森林整備計画（案）に意見のある者は、縦覧期間が満了する日までに熊本市長に対し、

理由を付した文書をもって意見書を提出することができる。 

                                熊本市長  幸 山 政 史   

１ 縦覧場所 

  熊本市役所農水商工局農商工連携推進課 

２ 縦覧期間 

  自 平成２６年５月２日 

  至 平成２６年５月２６日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ５ ９ 号   

平成２６年５月２日   

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定による指定をしたので、同

法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第１項に基づき次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

指定番号 

熊本市指令（建指） 
指定年月日 道路の位置 路線名 

幅 員 

（ｍ） 

延 長 

（ｍ） 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ １ 号   

平成２６年５月７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市西区城山半田二丁目３４７番１、３４７番２ 

  ２９５．６２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市南区近見八丁目 

  氏名 登載省略 

 

 

Ｈ２５－４－１ 
平成２６年

３月２４日 

西区花園五丁目７９５番

地先～池亀町６８６番２

地先 

 

花園池亀線 
１６．０ｍ～

３１．０ｍ 
３８０ｍ 

野口清水線 
２５．０ｍ～

２７．０ｍ 
１９５ｍ 

Ｈ２５－４－２ 
平成２６年

３月２４日 

西区花園五丁目５９６番

１地先～７１７番地先 
花園池亀線 

１６．８ｍ～

３２．４ｍ 
３０６ｍ 

Ｈ２５－４－３ 
平成２６年

３月２４日 

西区花園二丁目５３番地

先～花園五丁目３５５番

１地先 

花園池亀線 
１４．７ｍ～

１９．０ｍ 
２９０ｍ 

Ｈ２５－４－４ 
平成２６年

３月２４日 

西区花園五丁目５５７番

１～上熊本二丁目６０２

番１０地先 

上熊本駅西口線 
１６．０ｍ～

３６．８ｍ 
４８５ｍ 

Ｈ２５－４－５ 
平成２６年

３月２４日 

西区島崎六丁目１８９番

地先～花園三丁目５９４

番３地先 

池田町花園線 
２５.０ｍ～

２９．２ｍ 
５４５ｍ 

Ｈ２５－４－６ 
平成２６年

３月２４日 

西区上熊本二丁目７７０

番地先～花園四丁目８１

番１地先 

 

池田町花園線 
２５．０ｍ～

５３．７ｍ 
５６６ｍ 

上熊本細工町線 
１９．０ｍ～

２５．０ｍ 
２２７ｍ 

戸坂花園線 
５．７ｍ～ 

１８．７ｍ 
３２ｍ 

花園池亀線 
２０．０ｍ～

４２．９ｍ 
１８８ｍ 
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公 告 第 ３ ６ ２ 号   

平成２５年５月７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

  熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

  熊本市北区楡木一丁目１２０２番１  

 １，１８５．５４平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区楡木五丁目１５番１号 

  有限会社 トクヤ装業 

   代表取締役 安田 要 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ ４ 号   

平成２６年５月７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市西区中原町字上白地６００番 

  ９６８．９８平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市西区中原町 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ ５ 号   

平成２６年５月７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区奥古閑町字極領３９１２番、３９１３番 

  ４９２．２３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区清水新地五丁目 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ ６ 号   

平成２６年５月７日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市南区内田町字東築籠２０１３番１、同町字屋敷２４０８番２、２４１２番 

  ３４１．０４平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 
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  熊本市南区内田町 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ６ ８ 号   

平成２６年５月８日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区植木町岩野字永野２０６４番１、２０６８番１、２０７１番２及び里道 

  ２，２６３．１３平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区植木町大和 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ７ １ 号   

平成２６年５月９日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２６年９月９日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ミスターマックス熊本インターショッピングセンター 

  熊本市東区石原一丁目２４５番１号 外１筆 

２ 変更した事項 

(1) 大規模小売店舗の名称 

変更前 変更後 

（仮称）ミスターマックス熊本インターショッ

ピングセンター 

ミスターマックス熊本インターショッピング

センター 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名 

  （変更前） 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 住所 

株式会社ミスターマックス 代表取締役社長  

平野 能章 

福岡市東区松田一丁目５番７号 

４小売業者 未定   

  （変更後） 

氏名（名称） 代表者（法人の場合） 住所 

株式会社ミスターマックス 代表取締役社長  

平野 能章 

福岡市東区松田一丁目５番７号 

株式会社ワッツ 代表取締役  

平岡 史生 

大阪市中央区城見一丁目４番７０

号 
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株式会社チヨダ 代表取締役社長  

舟橋 浩司 

東京都杉並区成田東四丁目３９番

８号 

３ 変更の年月日 

平成１８年３月１日 

４ 変更する理由 

  店舗名称及び小売業者が確定したため 

５ 届出年月日 

平成２６年４月２８日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市東区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２６年５月９日から平成２６年９月９日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ７ ２ 号   

平成２６年５月９日   

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定による変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、

当該届出を縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗の設置者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につ

いて意見を有する者は、平成２６年９月９日までに、市長に対し、意見書を提出することができる。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  ミスターマックス熊本インターショッピングセンター 

  熊本市東区石原一丁目２４５番１号 外１筆 

２ 変更した事項 

  大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

（変更前） 

駐車場Ｎｏ．１  Ａ棟建物内  ２６８台 

    駐車場Ｎｏ．２  Ａ棟南側   ３８４台   合計６５２台 

（変更後）  

駐車場Ｎｏ．１  Ａ棟建物内  ２３６台 

駐車場Ｎｏ．２  Ａ棟南側   ３１９台   合計５５５台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

（変更前） 

駐輪場Ｎｏ．１  Ａ棟南側   １０５台 

駐輪場Ｎｏ．２  Ｂ棟南側    １０台   合計１１５台 

（変更後） 

駐輪場Ｎｏ．１  Ａ棟南側    １０台 

駐輪場Ｎｏ．２  Ｂ棟南側    １６台 

駐輪場Ｎｏ．３  Ａ棟建物内   １０台   合計３６台 

３ 変更の年月日 

平成２６年１２月２９日 

４ 変更する理由 
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  経営環境に対応した営業政策のため 

５ 届出年月日 

平成２６年４月２８日 

６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

熊本市農水商工局商工振興課、熊本市東区役所総務企画課及び熊本県商工観光労働部商工労働

局商工振興金融課 

(2) 縦覧期間 

平成２６年５月９日から平成２６年９月９日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ７ ４ 号   

                                平成２６年５月９日   

 熊本市立黒髪乳児保育園の民営化に伴う引受法人の募集にあたり、次のとおり公告する。 

                            熊本市長  幸 山 政 史   

１ 民営化の手法 

  現在地において、現状の黒髪乳児保育園を引継ぎ、保育を実施するもの。 

(1) 土地 

熊本市財産規則（昭和３９年規則第５２号）等の規定に基づき、有償で貸与 

(2) 建物及び備品 

   無償で譲渡 

２ 民営化対象施設の概要 

(1) 名称  熊本市立黒髪乳児保育園 

(2) 所在地  熊本市中央区黒髪二丁目３６－３３ 

(3) 定員  ６０名 

(4) 現員  ３４名（平成２６年４月１日現在） 

(5) 施設概要 

ア 土地 

・地番  熊本市中央区黒髪二丁目８２７ 

・面積  ６３３．１１㎡ 

・地目  宅地 

イ 建物 

   ・構造  鉄筋コンクリート造 

・面積  ３６０．５２㎡ 

・階数  平屋 

・建築年  昭和５３年３月３１日 

３ 応募資格 

  既設の社会福祉法人及び学校法人又は社会福祉法人を新たに設立する者 

４ 応募条件等 

(1) 開設時期 平成２８年４月１日 

(2) 引受条件 別紙のとおり（登載省略） 

５ 応募手続き 

(1) 募集要項等の配付  

ア 期間 平成２６年５月９日（金）から平成２６年６月２７日（金）まで 

（ただし、土曜日、日曜日を除く。）  

イ 時間 午前９時から午後５時まで 

ウ 場所 熊本市健康福祉子ども局保育幼稚園課（市役所本庁舎１０階）  
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エ 配布物 募集要項等  

※ 募集要項及び申請様式は、市ホームページからダウンロード可能  

(2) 説明会の実施について  

ア 日時 平成２６年５月１８日（日） 午前１０時から 

イ 場所 黒髪乳児保育園 

(3) 応募書類の受付及び提出書類  

ア 期間 平成２６年６月３０日（月）から平成２６年７月４日（金）まで 

イ 時間 午前９時から午後５時まで 

ウ 提出場所熊本市健康福祉子ども局保育幼稚園課（市役所本庁舎１０階）  

エ 提出部数 ９部（正本１部・副本８部） ※副本はコピー可 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ７ ５ 号   

平成２６年５月９日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

  熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積  

  熊本市南区南高江６丁目２７７番１ 

  １，０３９．６７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市東区尾ノ上一丁目５番２０号 

  株式会社 南栄開発 

   代表取締役 斉藤 忠 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ７ ８ 号   

平成２６年５月１２日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区植木町田底字八郎丸５２０番１ 

  ４８７．３２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

熊本市北区植木町米塚 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

   公 告 第 ３ ８ ２ 号   

平成２６年５月１３日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

  熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

  熊本市東区長嶺東二丁目１７３５番３、１７３５番６、１７３５番１の一部 

 １，２８４．４２平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市東区尾ノ上一丁目５番２０号 
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  株式会社 南栄開発 

   代表取締役 斉藤忠 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ８ ４ 号   

平成２６年５月１４日   

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基づき、次のように都市公園の供用を

開始するので公告する。 

都市公園の区域に関する関係図書は、熊本市都市建設局東部土木センター総務課において一般の縦

覧に供する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 名称及び位置 

名   称 
位     置 

番 号 公 園 名 

２・６６１ 山ノ神二丁目中央公園 東区山ノ神二丁目３４０４番１７ 

２・６６２ 桜木六丁目東公園 東区桜木六丁目３３９番１７外 

２・６６３ 出水六丁目東公園 中央区出水六丁目３２５番４外 

２ 供用開始の期日 

  平成２６年５月１４日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  公 告 第 ３ ８ ６ 号   

平成２６年５月１４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

  熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区武蔵ヶ丘九丁目１６２１番１９、１６２１番２１、１６２７番１の一部 

  １，５３７．１３ 平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市北区武蔵ヶ丘六丁目 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 公 告 第 ３ ８ ７ 号   

平成２６年５月１４日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市北区小糸山町字向原６８７番３、同小糸山町字相迫６８８番６、６８８番７、６９２番２、

６９２番３及び水路の一部 

  １，８０２．４７平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市西区春日五丁目 

  氏名 登載省略 
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公 告 第 ３ ８ ８ 号   

平成２６年５月１５日   

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、平成２６年度

熊本市農用地利用集積計画第２号を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 縦覧場所  

 熊本市農水商工局農業政策課担い手推進室 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ８ ９ 号   

平成２６年５月１５日   

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基づき、次のように都市公園の供用を

開始するので公告する。 

都市公園の区域に関する関係図書は、熊本市都市建設局北部土木センター総務課において一般の縦

覧に供する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 名称及び位置 

名   称 
位     置 

番 号 公 園 名 

２・６６４ 武蔵ヶ丘九丁目西公園 北区武蔵ヶ丘九丁目１６３１番５ 

２・６６５ 山室一丁目公園 北区山室一丁目８６番４外 

２ 供用開始の期日 

  平成２６年５月１５日 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 ３ ９ ０ 号   

平成２６年５月１５日   

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、開発行為に関する工事が

完了したので、次のとおり公告する。 

熊本市長  幸 山 政 史   

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

熊本市東区長嶺南七丁目１８１５番１２ 

  ２３７．６０平方メートル 

２ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  熊本市東区長嶺東二丁目 

  氏名 登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  中 央 区   

   中央区告示第１１号   

            平成２６年５月２日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２６年４月２５日に職権に

より消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

                   熊本市中央区長  前 渕 啓 子   
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 以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

    中央区告示第１２号   

    平成２６年５月１２日   

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２６年５月２日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

           熊本市中央区長  前 渕 啓 子   

 以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  西   区   

 西 区 告 示 第 ４ 号   

       平成２６年５月１２日   

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第８条及び第１２条第１項の規定により、次の者の住民票を平成２６年５月７日に職権によ

り消除したので、同条第４項の規定により告示する。 

              熊本市西区長  永 田 剛 毅   

 以下、登載省略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 上 下 水 道 局  

上下水道局告示第３４号   

平成２６年５月１日   

公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので、下水道法（昭和３３年法律第

７９号）第９条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

  その関係図面は、平成２６年５月１日から２週間、熊本市上下水道局管路維持課において一般の縦

覧に供する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１  公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

    平成２６年５月１日 

２ 下水を排除し、及び処理する区域 

(1) 中部処理区 

西区池田四丁目の一部 

(2) 東部処理区 

東区江津一丁目、東区鹿帰瀬町、東区佐土原二丁目、東区佐土原三丁目、南区田井島三丁目、

南区良町一丁目及び南区良町四丁目の各一部 

(3) 南部処理区 

南区野口三丁目、南区八分字町及び南区土河原町の各一部 

(4) 西部処理区 

西区池上町、西区島崎六丁目、西区小島三丁目、西区小島四丁目、西区小島九丁目、西区沖新

町及び西区上代一丁目の各一部 

(5) 熊本北部流域下水道関連処理区 

北区龍田七丁目、北区山室一丁目、北区下硯川一丁目及び北区龍田陳内一丁目の各一部 

 (6) 植木処理区 

北区植木町岩野、北区植木町広住、北区植木町滴水、北区植木町舞尾及び北区植木町植木の各
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一部 

 ３  供用を開始する排水施設の位置 

     前項に示す区域内 

４  供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別 

分流式 

５ 下水の処理を開始する終末処理場の位置及び名称 

 (1) 中部処理区 

西区蓮台寺五丁目７番２号 

中部浄化センター 

(2) 東部処理区 

東区秋津町秋田５３６番 

東部浄化センター 

(3) 南部処理区 

南区元三町四丁目１番１号 

南部浄化センター 

 (4) 西部処理区 

西区沖新町４９４４番３号 

西部浄化センター 

(5)  熊本北部流域下水道関連処理区 

北区鶴羽田町１２番１号 

熊本北部浄化センター 

(6)  植木処理区 

北区鶴羽田町１２番１号 

熊本北部浄化センター 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局告示第３５号   

平成２６年５月１日   

熊本市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例（平成１７年条例第２６号）に基づく区域

外流入に係る分担金の徴収区域を決定したので、同条例第３条の規定により次のとおり告示する。 

 その関係図書は、平成２６年５月１日から同月１４日まで熊本市上下水道局給排水設備課に備え付

けて、一般の縦覧に供する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１ 徴収区域 

西区 小島二丁目、上代五丁目及び中島町の各一部 

南区 城南町宮地、近見八丁目、近見九丁目、富合町清藤、富合町平原、富合町廻江、富合町

南田尻、御幸西三丁目及び良町五丁目の各一部 

北区 植木町岩野、植木町植木、植木町広住、鹿子木町、下硯川一丁目、鶴羽田五丁目及び貢

町の各一部 

２ 縦覧場所 

  熊本市中央区水前寺六丁目２番４５号 

  熊本市上下水道局給排水設備課（熊本市上下水道局本館１階） 

３ 縦覧書類 

  平成２６年徴収区域地番一覧 
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上下水道局告示第３６号   

平成２６年５月７日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第２項第４号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとお

り告示する。 

 熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第４７３号 

熊本市北区楡木三丁目１番１２１－５号 

有限会社佐藤管工技研 

取締役 佐藤 末秋 

平成２６年４月３０日 

営業所の移転 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局告示第３７号   

平成２６年５月１４日   

熊本市排水設備指定工事店から熊本市下水道条例施行規程（平成２１年上下水道局規程第３６号）

第１３条第２項第２号の規定による届出があったので、同規程第２２条第４号の規定により次のとお

り告示する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

指定番号 所在地・商号・代表者名 
異動年月日 

異動事由 

第１７９号 

熊本市東区山ノ神二丁目１０番１号 

株式会社明誠設備 

代表取締役 塚本 光輝 

平成２６年５月７日 

代表者の異動 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

上下水道局公告第２７号   

平成２６年５月１日   

熊本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５０年条例第４６号）に基づく受益者負担

金の平成２６年度賦課対象区域を定めたので、同条例第３条第１項の規定により次のとおり公告する。 

 その関係書類は、平成２６年５月１日から同月１４日まで熊本市上下水道局給排水設備課に備え付

けて、一般の縦覧に供する。 

熊本市上下水道事業管理者  寺 田 勝 博   

１ 賦課対象区域 

中央区 出水七丁目及び出水八丁目の各一部 

東区 画図町大字重富、画図町大字所島、画図東一丁目、江津一丁目、江津二丁目、小山三

丁目、小山五丁目、鹿帰瀬町、佐土原三丁目、下江津五丁目、戸島本町、戸島一丁目、

戸島三丁目、戸島四丁目、戸島五丁目、戸島六丁目、戸島七丁目、戸島西一丁目、戸

島西二丁目、戸島西三丁目、戸島西四丁目、戸島西五丁目、平山町及び弓削町の各一

部 

西区 池田二丁目、池田三丁目、池田四丁目、沖新町、小島三丁目、小島五丁目、春日七丁

目、上代一丁目、上代四丁目、上代五丁目、上代七丁目、上代十丁目、上高橋一丁目、

島崎三丁目、島崎五丁目、島崎六丁目、島崎七丁目、城山下代三丁目、城山半田一丁

目、城山半田二丁目、城山半田三丁目、高橋町二丁目、谷尾崎町、戸坂町、中島町、

中原町、松尾町上松尾及び横手五丁目の各一部 
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南区 荒尾一丁目、合志四丁目、白藤五丁目、城南町今吉野、城南町隈庄、城南町沈目、城

南町島田、城南町下宮地、城南町舞原、城南町宮地、城南町六田、砂原町、田井島三

丁目、近見六丁目、富合町榎津、富合町清藤、富合町志々水、富合町杉島、富合町田

尻、富合町廻江、野口二丁目、野口三丁目、八分字町、御幸笛田町、御幸笛田六丁目、

元三町二丁目、良町一丁目及び田井島南土地区画の各一部 

北区 和泉町、植木町岩野、植木町植木、植木町田底、植木町広住、梶尾町、釜尾町、楠六

丁目、楠野町、下硯川町、下硯川一丁目、下硯川二丁目、龍田一丁目、龍田五丁目、

龍田七丁目、龍田町弓削、龍田弓削一丁目、楡木三丁目、貢町、明徳町及び植木中央

土地区画の各一部 

２ 縦覧場所 

  熊本市中央区水前寺六丁目２番４５号 

  熊本市上下水道局給排水設備課（熊本市上下水道局本館１階） 

３ 縦覧書類 

  平成２６年度賦課対象区域地番一覧 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  病 院 局   

病院局規程第８号   

平成２６年４月 1 日   

熊本市病院事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する。 

熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程の一部を改正する規程 

熊本市病院事業企業職員の特殊勤務手当に関する規程（平成２１年病院局規程第１７号）の一部を

次のように改正する。 

別表２の項中「第６条第２項及び第３項に定める感染症並びに管理者が」を「第６条第２項若しく

は第３項に定める感染症又は管理者が」に改める。 

別表５の項中「職員及び管理者が」を「職員又は管理者が」に改める。 

 

附 則 

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

病院局規程第９号   

平成２６年５月１日   

熊本市病院局事務決裁規程の一部を改正する。 

熊本市病院事業管理者  髙 田 明   

熊本市病院局事務決裁規程の一部を改正する規程 

熊本市病院局事務決裁規程（平成２１年病院局規程第４号）の一部を次のように改正する。 

第８条を第９条とし、第９条から第１７条までを１条ずつ繰下げる。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（機能支援部副部長専決事項） 

第８条 次の事項は、機能支援部副部長の専決とする。 

(1) ３，５００万円未満の委託に関すること（機能支援部に係ることに限る。）。 

(2) １，０００万円未満の物件、労力その他の供給に関すること（機能支援部に係ることに限る。）。 

(3) 定例による所管事業施行上の宣伝及び広告に関すること。 

(4) 定例的な所管事務に係る事務事業の実施に関すること。 

(5) 定例的な所管事務に係る経由、通達、申請、報告、照会、統計、調査、届出、回答、通知並び
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に許可及びその取り消しに関すること。 

(6) 所属職員の事務分担及び旅行命令に関すること。 

(7) 服務に関すること。 

 

   附 則 

この規程は、平成２６年５月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 選挙管理委員会  

中選管告示第１０号   

平成２６年５月８日   

熊本市中央区選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 

熊本市中央区選挙管理委員会委員長  嶋 田 幾 雄   

熊本市中央区選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

熊本市中央区選挙管理委員会規程（平成２４年中選管告示第１５号）の一部を次のように改正する。 

第１５条中「首席総務審議員、総務審議員」を「首席審議員、審議員」に改める。 

第１６条第５項中「首席総務審議員」を「首席審議員」に改め、同条第６項中「総務審議員」を「審

議員」に改め、同条第７項を次のように改める。 

７ 主幹は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 直属上司の命を受け、事務局の主要施策に関する特定の事項の調査、研究及び実施に携わるこ

と。 

(2) 直属上司の基本的職能に係る事項及びその他の決定事項について補佐し、あらかじめ定められ

た事項について代行すること。 

第１６条第８項を次のように改める。 

８ 参事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 直属上司の命を受け、指示された専門事項その他特定の事務事業の調査、研究及び実施に携わ

ること。 

(2) 直属上司の基本的職能に係る事項及びその他の決定事項のうち、あらかじめ定められた事項に

ついて代行すること。 

第１８条第２項中「補佐」の次に「（補佐を置かない場合にあっては、主幹（主査を兼ねるものに

限る。））」を加え、同条第３項中「副事務局長、補佐とも」を「前項に規定する場合において、代

決する者」に改める。 

  

     附 則 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

南選管告示第６号   

平成２６年５月９日   

熊本市南区選挙管理委員会規程（平成２４年選管告示第４５号）の一部を次のように改正する。 

熊本市南区選挙管理委員会委員長  西 本 清   

第１５条第２項中「首席総務審議員、総務審議員」を「首席審議員、審議員」に改める。 

第１６条第５項中「首席総務審議員」を「首席審議員」に改め、同条第６項中「総務審議員」を「審

議員」に改め、同条第７項を次のように改める。 

７ 主幹は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 直属上司の命を受け、事務局の主要施策に関する特定の事項の調査、研究及び実施に携わるこ

と。 



平成 26 年 6 月 2 日       熊 本 市 公 報         第 1377 号 

- 1045 - 

(2) 直属上司の基本的職能に係る事項及びその他の決定事項について補佐し、あらかじめ定められ

た事項について代行すること。 

第１６条第８項を次のように改める。 

８ 参事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 直属上司の命を受け、指示された専門事項その他特定の事務事業の調査、研究及び実施に携わ 

ること。 

(2) 直属上司の基本的職能に係る事項及びその他の決定事項のうち、あらかじめ定められた事項に

ついて代行すること。 

第１８条第２項中「補佐」の次に「（補佐を置かない場合にあっては、主幹（主査を兼ねるものに

限る。））」を加え、同条第３項中「副事務局長、補佐とも」を「前項に規定する場合において、代

決する者」に改める。 

  

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 農 業 委 員 会  

農 委 公 告 第 ５ 号   

平成２６年５月２日   

熊本市農業委員会総会会議規則第２条により農業委員会総会を次のとおり招集する。 

熊本市農業委員会会長  森 日 出 輝   

１ 日時  平成２６年５月８日（木）午後３時 

２ 場所  市役所１４階大ホール 

３ 議題 

  第１号議案 農地法第３条の規定に基づく許可申請（会許可分） 

  第２号議案 農地法第４条の規定に基づく許可申請 

第３号議案 農地法第５条の規定に基づく許可申請 

第４号議案 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画（２号） 

第５号議案 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 人 事 委 員 会  

人委規則第１６号   

平成２６年５月１２日   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

管理職員等の範囲を定める規則（平成６年人委規則第７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１市長事務部局の項中「、主査 資産マネジメント推進室長」を「、主査」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定

は、平成２６年４月１日から適用する。 
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人委規則第１７号   

平成２６年５月１２日   

熊本市管理職員特別勤務手当支給規則の一部を改正する規則を公布する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

熊本市管理職員特別勤務手当支給規則の一部を改正する規則 

第１条 熊本市管理職員特別勤務手当支給規則（平成６年人委規則第２５号）の一部を次のように

改正する。 

 別表中 

「 

熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）別表第３に掲げる課及びかい等（コ

ンプライアンス推進室、男女共生推進室、社会保障・税番号制度推進室、特別滞納対策室、

精神保健福祉室、一時保護所、温暖化対策室、事業ごみ対策室、企業立地推進室、担い手

推進室、国際室、マイス推進室、にぎわい推進室、埋蔵文化財調査室、建築審査室、鉄道

高架関連整備室、建築物安全推進室、建築保全室及び自転車対策室を除く。）の長並びに

市立高等学校事務長、学校給食共同調理場長及び植木図書館長で職務の級が５級の職員 

」 

を 

「 

熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）別表第３に掲げる課及びかい等（コ

ンプライアンス推進室、男女共生推進室、社会保障・税番号制度推進室、特別滞納対策室、

精神保健福祉室、一時保護所、温暖化対策室、事業ごみ対策室、企業立地推進室、担い手

推進室、国際室、マイス推進室、にぎわい推進室、埋蔵文化財調査室、建築審査室、鉄道

高架関連整備室、建築物安全推進室、建築保全室及び自転車対策室を除く。）の長及び熊

本市区役所等事務決裁に関する訓令第５条に規定するかいの長並びに農業委員会事務局西

区分室長、農業委員会事務局南区分室長、農業委員会事務局北区分室長、教育委員会事務

局教育相談室長、市立高等学校事務長、学校給食共同調理場長及び植木図書館長で職務の

級が５級の職員 

」 

に改める。 

第２条 熊本市管理職員特別勤務手当支給規則の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）別表第３に掲げる課及びかい等（コ

ンプライアンス推進室、男女共生推進室、社会保障・税番号制度推進室、特別滞納対策室、

精神保健福祉室、一時保護所、温暖化対策室、事業ごみ対策室、企業立地推進室、担い手

推進室、国際室、マイス推進室、にぎわい推進室、埋蔵文化財調査室、建築審査室、鉄道

高架関連整備室、建築物安全推進室、建築保全室及び自転車対策室を除く。）の長及び熊

本市区役所等事務決裁に関する訓令第５条に規定するかいの長並びに農業委員会事務局西

区分室長、農業委員会事務局南区分室長、農業委員会事務局北区分室長、教育委員会事務

局教育相談室長、市立高等学校事務長、学校給食共同調理場長及び植木図書館長で職務の

級が５級の職員 

」 

を 
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「 

熊本市事務決裁に関する訓令（平成８年訓令第３号）別表第３に掲げる課及びかい等（コ

ンプライアンス推進室、男女共生推進室、社会保障・税番号制度推進室、特別滞納対策室、

資産マネジメント推進室、精神保健福祉室、一時保護所、温暖化対策室、事業ごみ対策室、

企業立地推進室、担い手推進室、国際室、マイス推進室、にぎわい推進室、埋蔵文化財調

査室、建築審査室、鉄道高架関連整備室、建築物安全推進室、建築保全室及び自転車対策

室を除く。）の長及び熊本市区役所等事務決裁に関する訓令第６条に規定するかいの長並

びに農業委員会事務局西区分室長、農業委員会事務局南区分室長、農業委員会事務局北区

分室長、教育委員会事務局教育相談室長、市立高等学校事務長、学校給食共同調理場長及

び植木図書館長で職務の級が５級の職員 

」 

に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定中「並びに」を「及び熊本市区役所等

事務決裁に関する訓令第５条に規定するかいの長並びに農業委員会事務局西区分室長、農業委員会事

務局南区分室長、農業委員会事務局北区分室長、教育委員会事務局教育相談室長、」に改める部分に

ついては平成２４年４月１日から、第２条の規定は平成２６年４月１日から適用する。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

熊本市人事委員会公告第１２号   

平成２６年５月１日   

平成２６年度熊本市職員採用試験案内（上級職等）について、次のとおり公告する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

１ 試験名称 平成２６年度熊本市職員採用試験（上級職等） 

２ 申込期間 平成２６年５月１３日（火）から平成２６年５月２２日（木）まで 

インターネットによる申込は平成２６年５月１３日（火）から平成２６年５月２１日（水）まで 

３ 試験区分、職種、採用予定者数 

試 験 区 分 職   種 
採 用 

予 定 者 数 

上  級  職 

事 務 職 ５６人程度 

社 会 福 祉 職 ３人程度 

技

術

職 

土 木 １５人程度 

建 築 ３人程度 

機 械 ５人程度 

電 気 １１人程度 

化 学 ２人程度 

免 許 資 格 職 

（ 上 級 職 ） 
保 健 師 ３人程度 

消  防  職 上 級 消 防 職 ２５人程度 

４ 試験案内配布場所 

(1) 熊本市役所本庁舎（１階総合案内、１３階人事委員会事務局） 
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(2) 熊本市各区役所 

(3) 熊本市各総合出張所及び各出張所 

(4) 熊本市消防局 

(5) 熊本市東京事務所 

(6) 熊本市時間外証明窓口（中央区役所内） 

(7) 熊本市市民サービスコーナー（くまもと森都心プラザ内） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

熊本市人事委員会公告第１３号   

平成２６年５月１日   

平成２６年度熊本市職員採用選考試験案内について、次のとおり公告する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

１ 試験名称 平成２６年度熊本市職員採用選考試験 

（文化財専門職、薬剤師・管理栄養士・助産師、看護師） 

２ 申込期間 平成２６年５月１３日（火）から平成２６年５月２２日（木）まで 

３ 試験区分、職種、採用予定者数 

試験区分 職  種 採用予定者数 

上  級  職 文化財専門職 ５人程度 

免 許 資 格 職 

（上 級 職） 

薬剤師 ２人程度 

管理栄養士 １人程度 

助産師 ４人程度 

免 許 資 格 職 

（ 中 級 職 ） 

看護師Ⅰ（実務経験者対象） ２０人程度 

看護師Ⅱ １０人程度 

４ 試験案内配布場所 

(1) 熊本市役所本庁舎（１階総合案内、１３階人事委員会事務局） 

(2) 熊本市各区役所 

(3) 熊本市各総合出張所及び各出張所 

(4) 熊本市東京事務所 

(5) 熊本市時間外証明窓口（中央区役所内） 

(6) 熊本市市民サービスコーナー（くまもと森都心プラザ内） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

熊本市人事委員会公告第１４号   

平成２６年５月１日   

平成２６年度熊本市職員採用選考試験案内について、次のとおり公告する。 

熊本市人事委員会委員長  森 山 義 文   

１ 試験名称 平成２６年度熊本市職員採用選考試験（民間企業等経験者） 

２ 申込期間 平成２６年５月１３日（火）から平成２６年５月２２日（木）まで 

３ 職種、採用予定者数   

職   種 
採 用 

予 定 者 数 

事 務 職 ５人程度 

技 術 職 （ 土 木 ） ５人程度 

技 術 職 （ 建 築 ） ２人程度 
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４ 試験案内配布場所 

(1) 熊本市役所本庁舎（１階総合案内、１３階人事委員会事務局） 

(2) 熊本市各区役所 

(3) 熊本市各総合出張所及び各出張所 

(4) 熊本市東京事務所 

(5) 熊本市時間外証明窓口（中央区役所内） 

(6) 熊本市市民サービスコーナー（くまもと森都心プラザ内） 


